
明石市更生支援事業 概要（地域再犯防止推進モデル事業）

更生支援コーディネート事業

関係機関等からの相談に基づき、高齢又は障害がある福祉的支援の必要な人に対して、福祉サービス等に繋げる

ため、窓口への手続同行や申請書類の作成支援などの利用調整や、地域生活開始後の見守り支援を実施。
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※2年間で相談73件、うち56件に支援実施。38件が
福祉的支援に繋がる。

更生支援安定化事業
市民の再犯防止・更生支援に対する理解を促進し、支援の輪を広げることにより、更生支援の取組みを安定的・

継続的に継続するため、広報・啓発活動等を実施。

全国初の更生支援に関する条例を制定
37の関係機関でネットワーク
会議を開催

啓発イベントでは参加者の99.3％が
自治体が更生支援に取り組むべきと回答

医療機関等、協力雇用主、地域支援
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